＜参考＞
●年●月●日	Comment by 作成者: 審査が完了した時点において、実際に提出する日付（9：00～17：00の間に提出できる場合の日付とし、夜間提出の場合は翌日の日付）を記載する。

財務省関東財務局長　殿

株式会社●●　　　　　	Comment by 作成者: 買付者がファンドの場合は当該ファンド名、無限責任組合員である法人・個人名を記載するとともに、法人である場合は当該法人の代表者の役職・氏名まで記載する。
なお、代表者の役職の記載にあたっては、有価証券報告書等の開示書類の提出会社にあっては、当該書類に記載されている役職、また、当該開示書類の提出義務のない法人等にあっては、履歴事項全部証明書に記載の役職と整合した記載とするなど、書類によって異なる役職名とならないよう適切な役職名を記載する。
代表取締役　●●　●●

疎　明　資　料


　株式会社●●（以下「当社」といいます。）は、株式会社◇◇を対象者とし、●年●月●日から●年●月●日までを買付期間とする対象者の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関連して、●年●月●日に提出する予定の公開買付届出書の第１の12（２）「公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の本公開買付けの撤回等の条件において、「対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合」を、金融商品取引法施行令第14条第１項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」に該当するとして記載することについて、次のとおり説明いたします。	Comment by 作成者: 公開買付届出書と同様の表記で記載する。
　上記の「対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合」における「対象者の重要な子会社」への該当性につきましては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第26条第３項第４号において、金融商品取引法施行令第14条第１項第３号ヘに掲げる事実にかかる軽微基準の内容として「災害に起因する損害の額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の一に相当する額未満であると見込まれるもの」と規定されていることに照らし、対象者の子会社のうち、当該子会社の単体総資産額が、対象者の直近事業年度である●年●月末日時点の単体及び連結の総資産額に占める割合がいずれも１％以上であるものが、「対象者の重要な子会社」に該当するという基準を用いて判断しております。以下の子会社は上記基準を満たしておりますので、「対象者の重要な子会社」に該当するものと考えております。
	
	会　社　名
	事業年度
	総資産額（●円）	Comment by 作成者: 対象者が提出している有価証券報告書に記載の連結及び単体の総資産額を転記する場合には、当該有価証券報告書に記載の金額単位（百万円か千円単位のどちらか）に合わせて記載する。該当子会社についても、対象者の記載における当該金額単位に合わせて総資産額を記載する。
	　対象者の総資産額に
占める割合（％）

	
	
	
	連結
	単体
	連結
	単体

	-
	対象者
	●年●月期
	●
	●
	-
	-

	1
	㈱●●	Comment by 作成者: 下記コメントの関連で、該当子会社の総資産額が、対象者の有価証券報告書に記載されていない場合には、当該子会社の財務諸表を含む「事業報告書」等を併せて提出する。
なお、当該子会社が外国会社の場合は、当該「事業報告書」等に準じた書類の提出を要するものとし、該当の「総資産額」の記載がどの記載か、わかるように当該記載に対してハイライト等して提出する。
なお、「重要な子会社」への該当基準は、対象者の単体かつ連結の総資産額に占める該当子会社の単体総資産額の割合が１％以上であるため、①どちらかが１％未満となる子会社、②根拠となる添付資料を提出することができない子会社については、記載することはできない。
	●年●月期
	-
	●
	●.●●
	●.●●

	2
	㈱▲▲
	●年●月期
	-
	●
	●.●●
	●.●●

	3
	㈱■■
	●年●月期
	-
	●
	●.●●
	●.●●

	4
	★★★
	●年●月期
	-
	●
	●.●●
	●.●●


（注１）対象者及び㈱▲▲の総資産額は、対象者の有価証券報告書（●年●月期）に記載された金額を記載しております。また、㈱●●及び㈱■■の総資産額は、以下の添付書類に記載された金額を記載しております。
（注２）「総資産額（●円）」は、●円未満を切り捨てて記載しております。	Comment by 作成者: 対象者の有価証券報告書に記載されている総資産額を転記する場合は、例えば千円単位である場合、該当子会社の記載を含めて百円単位の端数処理方法を確認した上で、左記の注記の記載をする。
（注３）「対象者の総資産額に占める割合（％）」の計算においては、小数点以下第三位を切り捨てて記載しております。	Comment by 作成者: 上記の表に記載された数字同士で割合を計算した上で（単位未満は考慮しない）、小数点以下第三位を切り捨てる。
[bookmark: _Hlk147479733][bookmark: _Hlk105680552]（注４）★★★の総資産額は、以下の添付書類に記載されたTotal Assetsの金額である●●を日本円に換算した金額を記載しております。なお、円・●間の為替レートは、●●銀行により公表された●年●月●日の●●レートである●●=●円を使用して換算しております。	Comment by 作成者: 添付書類に記載された表記（例えば「Total Assets」や「total equity and liabilities」など）を記載する。
また、添付資料のページ数が多い場合には、該当のページ番号も記載する。（例えば「以下の添付書類の●ページに記載されたTotal Assets の金額である●●」等）	Comment by 作成者: 本疎明資料（ドラフトを含む）を提出する日の直前の日付とする。

添付書類	Comment by 作成者: 該当子会社の総資産額が、対象者の有価証券報告書に記載されていない場合には、当該子会社の総資産額を証明する書類（会社法の規定に基づく「計算書類」等）について記載する。	Comment by 作成者: 当該子会社の添付書類が膨大なページ数となる場合は、当該添付資料の表紙と、当該子会社の総資産額が記載されたページのみを抜粋した書類の添付（監査証明がある場合には当該監査証明の添付も含む）も可能とする。当該抜粋を添付書類とする場合は、その旨の説明（どの書類のどの箇所を抜粋したのか等）を左記において具体的に個社ごと又は一括して記載する。
・㈱●●の会社法の規定に基づく計算書類（監査証明含む）	Comment by 作成者: 添付書類については、上記表に記載された子会社の順番に記載する。
・㈱■■の会社法の規定に基づく計算書類（監査法人の監査証明は受けていません）
・★★★の●●●●●	Comment by 作成者: 当該子会社が外国会社である場合、会社法の規定に基づく「計算書類」等に準じた書類を添付する。また、当該添付書類が、どのような性格の書類なのかの説明を左記に記載する。（当該子会社において、事務担当者限りで作成された書類で、意思決定機関や業務執行機関の承認を得ていないような書類の添付は不可。）
なお、法的な根拠があるのは連結財務諸表のみであり、当該子会社を含む単体財務諸表には根拠がない場合であって、当該単体の財務諸表が存在する場合には、この旨の説明の記載をするとともに、当該連結及び単体財務諸表に係る資料を提出する。この場合における連結財務諸表における総資産額が、各子会社等の単体財務諸表における総資産額の合計額と一致しない場合には、この旨とその理由を記載する。

